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第
二
号
議
案

高
齢
者
の
消
費
者
被
害
を
予
防
・
救
済
す
る
法
制
度
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書

我
が
国
で
は
、
高
齢
者
の
消
費
者
被
害
に
関
す
る
相
談
が
増
加
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
二
十
六

年
度
の
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
関
す
る
相
談
件
数
は
、
五
年
前
と
比
較
し
て
五
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
増

加
し
て
い
る
。
同
時
期
の
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
人
口
は
一
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
増
に
と
ど
ま
る
こ
と

か
ら
、
人
口
の
高
齢
化
以
上
に
、
高
齢
者
に
関
す
る
相
談
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

大
分
県
で
も
、
六
十
歳
代
、
七
十
歳
以
上
の
「
販
売
購
入
形
態
別
・
年
代
別
苦
情
相
談
件
数
」
を
見
る
と
、

他
の
年
代
に
比
べ
て
「
訪
問
販
売
」
、「
電
話
勧
誘
販
売
」
の
相
談
数
・
相
談
率
が
多
く
、
県
下
の
高
齢
者
が
、

悪
質
な
事
業
者
の
勧
誘
行
為
に
よ
り
、
不
本
意
な
契
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
実
態
が
看
取
で
き
る
。

現
在
、
我
が
国
で
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律(

以
下
「
特
定
商
取
引
法
」
と
い
う
。)

の
改
正
に
関

す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
高
齢
者
の
生
活
の
平
穏
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
特

定
商
取
引
法
に
お
い
て
、
高
齢
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
拒
否
す
る
意
思
表
示
を
で
き
る
制
度
を
導
入
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
を
導
入
し
て
も
、
高
齢
者
が
執
拗
な
勧
誘
や
粗
野
・
乱
暴
な
言

動
を
恐
れ
て
契
約
を
締
結
す
る
事
例
や
、
判
断
能
力
の
低
下
、
知
識
・
経
験
の
不
足
に
よ
り
契
約
を
締
結
す

る
事
例
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
現
行
の
我
が
国
の
法
制
度
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
高
齢
者

を
不
本
意
な
契
約
の
拘
束
力
か
ら
離
脱
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

ま
た
、
消
費
者
契
約
法
の
改
正
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
の
高
齢
化
が
ま
す
ま
す
進
行
す

る
中
、
消
費
者
の
判
断
力
の
低
下
や
知
識
・
経
験
の
不
足
な
ど
、
合
理
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

事
情
を
利
用
し
て
締
結
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
規
定
の
導
入
や
、
事
業
者

の
執
拗
な
勧
誘
や
粗
野
・
乱
暴
な
言
動
に
よ
り
締
結
し
て
し
ま
っ
た
契
約
を
取
り
消
す
た
め
の
新
た
な
法
制

度
の
導
入
も
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
特
定
商
取
引
法
及
び
消
費
者
契
約
法
を
改
正
し
、
高
齢
者
の

消
費
者
被
害
を
予
防
・
救
済
す
る
実
効
的
な
法
制
度
を
実
現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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